
市立中学校等における修学旅行の実施について 

今年度の市立中学校※の修学旅行（３年生対象、京都方面、例年は５月実施）については、

新型コロナウイルス感染防止のための学校の臨時休業に伴い、この間、秋季への延期について

教育委員会事務局及び校長会において協議・検討を行っておりましたが、この度、各学校にお

いて十分な感染防止対策等を講じた上で、８月下旬から１０月上旬までの日程で延期実施する

こととなりましたので、お知らせいたします。 

※ 市立川崎高等学校附属中学校を除く51校 

＜延期実施日程＞ 

・最も早い実施校：８月２６日（水）～２８日（金） 

・最も遅い実施校：１０月９日（金）～１１日（日） 

＜修学旅行実施についての留意事項＞ 

・修学旅行の実施に際しては、各学校において、次の項目について対応していることを前提とします。 

１ 旅行中の学校としての感染防止対策を明確にすること。 

２ 感染防止の観点から、必要に応じて当初の活動内容の変更を行うこと。 

３ 旅行行程や宿泊施設を変更した場合は、現地視察を行うなどして安全対策を講じること。 

４ 契約旅行業者・利用する交通機関運営会社・宿泊予定施設等の旅行先における感染防止対策を十

分把握し、必要に応じて協議し、可能な改善を図ること。 

５ 旅行先の医療体制を確認すること。 

６ 保護者説明会を実施して、上記１～５について丁寧に説明し、理解を求めること。 

＜市立高等学校・市立特別支援学校について＞ 

・市立高等学校の修学旅行につきましては、日程や旅行先の変更など、各学校の状況に応じて計画してい

きます。 

・市立特別支援学校（中学部・高等部）の修学旅行につきましても、日帰りや泊数の減、日程や旅行先の

変更など、各学校の状況に応じて計画していきます。 

＜その他＞ 

・再度緊急事態宣言が発表され解除が実施日までに見込めない等の場合や、当該校の生徒等が感染し臨時

休業となった等の場合など、今後の状況の変化等により中止とする場合があります。 

・市立小学校の修学旅行（６年生対象、日光方面）については、代替日程の確保が困難である等のため、

中止とし、各学校において代替行事の実施について、検討していくこととしています。（5月１３日公
表済み）
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